


















 

はじめに 

 昨年度(昭和 56 年度)は精神発達遅滞の成因分類について,協同研究として決められた調

査規準に従い疾患の重症度別にそれぞれの判定時年令,成因分類を大阪市の保健所(6 保健

所)で管理追跡されている対象を中心にその実態を明らかにした。今年度は特に自閉的遅滞

児を中心に別途作成した乳幼児期自閉症状の checkと現在症との関連を分析することによ

り,生後 2年位までに自閉的遅滞児を早期発見するシステム開発を目的に研究を行った。 


